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「カーボンリサイクル・先進的な火力発電技術等の海外展開推進事業／カーボンリサイクル・ 

先進的な火力発電技術等に係る導入促進事業／カーボンリサイクル関連技術及び先進的な火力発電

技術等の海外展開可能性の調査」に係る公募について 

（2020 年 9 月 8 日） 

 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「ＮＥＤＯ」という。）は、下記

調査事業の実施者を一般に広く募集いたしますので、本調査について受託を希望する方は、本要領

に従い御応募ください。本プロジェクトは、2020 年度の政府予算に基づき実施するため、予算案等

の審議状況や政府方針の変更等により、公募の内容や予算規模、採択後の実施計画、概算払の時期

等が変更されることがあります。 

 

１．件名 

カーボンリサイクル・先進的な火力発電技術等の海外展開推進事業／カーボンリサイクル・ 

先進的な火力発電技術等に係る導入促進事業／カーボンリサイクル関連技術及び先進的な火力

発電技術等の海外展開可能性の調査 

 

２． 調査内容／事業概要 

（１）調査目的 

2018 年 7 月 3 日に閣議決定された「エネルギー基本計画」及び「インフラシステム輸出戦略

（令和 2 年度改訂版）」において、今後我が国としては、世界の脱炭素化をリードしていくた

め、エネルギー安全保障及び経済性の観点から石炭をエネルギー源として選択せざるを得ない

ような国に限り、相手国からの要請に応じて、超々臨界圧（ＵＳＣ）以上の先進的な低炭素技

術の海外展開を支援していくことが具体的施策の方向性として示されている。 

また、2019 年 6 月に閣議決定された「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」におい

て、脱炭素社会の構築に向けたＣＣＳ・ＣＣＵ／カーボンリサイクルなどのイノベーションの

実現が不可欠とされているとともに、そのための技術の普及、知見の共有等を行っていくこと

が明記されている。 

そこで本調査では、我が国の石炭利用における優れた技術力を強みにして、我が国のカーボ

ンリサイクル技術及び先進的な火力発電技術を積極的に海外に展開・普及させることにより、

我が国及び世界のエネルギーセキュリティの向上及びＣＯ２排出量の削減並びに環境負荷の低

減に貢献するとともに、我が国の経済成長や雇用創出につなげることを目的とする。 

 

 

（２）調査内容 

・調査事業対象、目標 

本調査では、我が国及び世界のエネルギーセキュリティの向上及び温室効果ガス（ＣＯ２）排

出量の削減並びに環境負荷の低減に貢献でき、我が国の経済成長や雇用創出につながり、かつ

海外に展開・普及展開可能な、我が国のカーボンリサイクル技術または先進的な火力発電技術

を対象とする。 
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また、上記対象技術に関して、相手国政府・事業者・関係機関等との Web 会議等のオンライ

ンも活用した情報収集や簡易試験実施等により、相手国政策との関連性や事業者の保有技術・

インフラ設備状況、高効率化効果・環境負荷低減効果・温室効果ガス削減・費用対効果等を定性

的かつ定量的に導出することで実現に向けた可能性や事業性評価（ＦＳ）の実施方針を提示す

ることを目標とする。 

具体的には以下の項目を実施する。 

 

A. カーボンリサイクル技術の実用化に向けた可能性基礎調査項目 
①相手国関係者のニーズ・課題・リスク分析等の情報収集・調査・分析 

②対象技術の実用化に向けた相手国協力者の保有技術・インフラ設備状況等の調査 

③対象技術の実用化に向けた展開実施場所・試験の想定規模・目標性能等の算出 

④対象技術の実用化時の想定実施体制、スケジュールの提示 

（必要に応じて実用化に必要な許認可及び当該手続きのスケジュールも含む） 

⑤該当国での社会政策動向を考慮した実用化に向けた将来のビジネスモデルの提案 

⑥コスト競争力の試算（必要に応じて、今後の強化策の提示も含む） 

⑦対象国・世界での温室効果ガス削減・環境負荷低減ポテンシャル試算 

⑧対象技術と競合する国内外技術との優位性の明確化 

⑨その他必要となる調査等 

⑩調査結果の取り纏め 

 

B. 先進的な火力発電技術の普及展開に向けた事業性調査項目 
①相手国関係者のニーズ・課題・リスク分析等の情報収集・調査・分析 

②対象技術実施時の相手国協力者の保有技術・インフラ設備状況等の調査 

③対象技術実施時の試験場所・試験の想定規模・目標性能等の算出 

④事業性評価項目や実施内容、想定実施体制、事業性評価スケジュールの提示 

（必要に応じて事業性評価に必要な許認可及び当該手続きのスケジュールも含む） 

⑤事業化におけるファイナンスの検討・提案 

⑥コスト競争力の試算（必要に応じて、今後の強化策の提示も含む） 

⑦対象国・世界での温室効果ガス削減・環境負荷低減ポテンシャル試算 

⑧対象技術と競合する国内外技術との優位性の明確化 

⑨その他必要となる調査等 

⑩調査結果の取り纏め 

 

※提案時に対象技術の該当区分明確化（カーボンリサイクル技術、先進的な火力発電技術）

を行うこと。また、先進的な火力発電技術については、対象国、対象発電所、相手国事業者

等を提案内に明示すること。 

 

・対象国 

以下に記す国を基本的な対象国とする。 

ただし、先進的な火力発電技術に関して、一次エネルギーの利用に占める化石燃料比率の高く
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かつ特筆すべき国がある場合は追加する。 

 

北米（米国（含む州政府）、カナダ、メキシコ）、南米（アルゼンチン、ブラジル、チリ）、EU 及

び EU 加盟国の主たる国、NIS（ロシア、トルクメニスタン、カザフスタン、ウズベキスタン）

アジア大洋州（日本、中国、韓国、インド、パキスタン、インドネシア、マレーシア、フィリピ

ン、ブルネイ、ベトナム、シンガポール、オーストラリア（含む州政府））、中東（UAE、サウジ

アラビア、カタール、トルコ）、アフリカ（南アフリカ）。 

 

（３）調査期間 

NEDO の指示する日（2020 年度）から 2022 年 2 月 28 日まで 

 

（４）事業規模 

5000 万円未満／件 （予算額については変動があり得る） 

 

 

３． 応募要件  

応募資格のある法人は、次の(1)～(7)までの条件、「基本計画」及び「2020 年度実施方針」に示

された条件を満たす、単独又は複数で受託を希望する企業等とします。  

 

(1) 当該技術又は関連技術の研究開発の実績を有し、かつ、研究開発目標達成及び研究計画遂行

に必要となる組織、人員等を有していること。  

(2) 委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金及び設備等の十分な管

理能力を有していること。  

(3) ＮＥＤＯがプロジェクトを推進する上で必要とする措置を、委託契約に基づき適切に遂行で

きる体制を有していること。  

(4) 企業等が単独でプロジェクトに応募する場合は、当該プロジェクトの研究開発成果の実用

化・事業化計画の立案とその実現について十分な能力を有していること。  

(5) 研究組合、公益法人等が代表して応募する場合は、参画する各企業等が当該プロジェクトの

研究開発成果の実用化・事業化計画の立案とその実現について十分な能力を有するととも

に、応募する研究組合等とそこに参画する企業等の責任と役割が明確化されていること。  

(6) 当該プロジェクトの全部又は一部を複数の企業等が共同して実施する場合は、各企業等が当

該プロジェクトの研究開発成果の実用化・事業化計画の立案とその実現について十分な能力

を有しており、各企業等間の責任と役割が明確化されていること。  

(7) 本邦の企業等で日本国内に研究開発拠点を有していること。なお、国外の企業等（大学、研

究機関を含む）の特別な研究開発能力、研究施設等の活用又は国際標準獲得の観点から国外

企業等との連携が必要な場合は、国外企業等との連携により実施することができる。 

 

４.  提案期限及び提出先  

（１）提出期限  
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2020 年 10 月 9日（金）正午必着 

※応募状況等により、公募期間を延長する場合があります。公募期間を延長する場合は、ウェ

ブサイトにてお知らせいたします。 

 なお、NEDO 公式 Twitter をフォローいただきますと、ウェブサイトに掲載された最新の公

募情報に関するお知らせを Twitter にて確認できます。ぜひフォローいただき、御活用くだ

さい。  

https://www.nedo.go.jp/nedomail/index.html 

 

（２）提出先 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構環境部 谷村、中村、越後 宛 

〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町 1310 ミューザ川崎セントラルタワー21階 

※郵送の場合は封筒に『「カーボンリサイクル関連技術及び先進的な火力発電技術等の海外

展開可能性の調査」に係る提案書在中』と朱書きしてください。 

※持参の場合は、16 階「総合案内」で受付を行い受付の指示に従ってください。 

 

（３）提出方法  

a. 応募者は本要領に従い提案書類を作成し、「4.提出期限及び提出先」に基づいて御提出く

ださい。なお、FAX 及び E-mail での提案書類の提出は受け付けられません。 

b. 次の公募関連書類がダウンロードできますので、御参照ください。 

・仕様書（ＰＤＦ） 

・提案書類（ＷＯＲＤ） 

・調査委託契約書（案） （本公募用に特別に掲載しない場合は、「調査委託契約標準契

約書」を指します。） 

https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/2020_3yakkan_chousa.html  

 

５．説明会の開催 

新型コロナウイルス感染症による影響を考慮し、当該公募の内容、契約に係る手続き、提出す 

る書類等についての説明会は開催いたしません。 

本公募の内容、契約に係る手続き、提出書類等についてご質問がある場合には、「８．問い合わ 

せ」の宛先に E-mail にてお問い合わせください。 

  

 

６．委託先の選定 

（１）審査 

以下の審査基準に基づき提案書類を審査します。なお、審査の経過等に関するお問い合わせに

は応じられませんのであらかじめ御了承ください。  

 

（２）審査基準  

a. 調査の目標がＮＥＤＯの意図と合致していること。 
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b. 調査の方法、内容等が優れて、かつ不必要な要素がないこと。 

c. 調査の経済性が優れていること。 

d. 関連分野の調査等に関する実績を有すること。 

e. 当該調査を行う体制が整っていること。 

f. 経営基盤が確立していること。 

g. 当該調査等に必要な研究員等を有していること。 

h. 委託業務管理上ＮＥＤＯの必要とする措置を適切に遂行できる体制を有していること。 

i.  ワーク・ライフ・バランス等推進企業に関する認定等の状況（2016 年 3 月 22 日にすべて

の女性が輝く社会づくり本部において、社会全体で、女性活躍の前提となるワーク・ライ

フ・バランス等の実現に向けた取組を進めるため、新たに、女性活躍推進法第 20 条に基

づき、総合評価落札方式等による事業でワーク・ライフ・バランス等推進企業をより幅広

く加点評価することを定めた「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関す

る取組指針」が決定されました。本指針に基づき、女性活躍推進法に基づく認定企業(え

るぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)、次世代育成支援対策推進法に基づく認定

企業(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)、若者雇用促進法に基づく認定企業

（ユースエール認定企業）に対しては加点評価されることとなります。） 

j. 採択審査における応募者の能力、事業化による波及効果の評価については、中堅・中小・

ベンチャー企業が直接委託先であり、研究開発遂行や実用化・事業化にあたっての重要な

役割を担っている場合に加点します。 

また、若手研究者（40 歳以下）や女性研究者が研究開発責任者もしくは主要研究者とし

て登録され、当該研究者の実績や将来性等を加味した提案になっている場合に加点します。 

 

（３）委託先の公表及び通知  

a. 採択結果の公表等  

採択した案件（実施者名、事業概要）はＮＥＤＯのウェブサイト等で公開します。不採択

とした案件については、その旨を不採択とした理由とともに提案者へ通知します。  

b. 採択審査員の氏名の公表について  

採択審査員の氏名は、採択案件の公開時に公開します。  

c. 附帯条件  

採択に当たって条件（提案した再委託は認めない、他の機関との共同研究とすること、再

委託研究としての参加とすること、ＮＥＤＯ負担率の変更等）を付す場合があります。  

 

７． 留意事項 

（１）公的研究費の不正な使用及び不正な受給への対応 

  公的研究費の不正な使用及び不正な受給（以下「不正使用等」という。）については、「公

的研究費の不正な使用等の対応に関する指針」（平成 20 年 12 月 3 日経済産業省策定。以下

「不正使用等指針」という。※1）及び「補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等の

措置に関する機構達」（平成 16 年 4 月 1 日 16 年度機構達第 1 号。ＮＥＤＯ策定。以下「補

助金停止等機構達」という。※2）に基づき、当機構は資金配分機関として必要な措置を講
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じることとします。併せて本事業の事業実施者も研究機関として必要な対応を行ってくださ

い。 

  本事業及び府省等の事業を含む他の研究資金において、公的研究費の不正使用等があると

認められた場合、以下の措置を講じます。  

※1．「不正使用等指針」についてはこちらを御参照ください：経済産業省ウェブサイト 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/kenkyu-fusei-shishin.html 

 

※2．「補助金停止等機構達」についてはこちらを御覧ください： ＮＥＤＯウェブサイト 

https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu_index.html 

 

a.  本事業において、公的研究費の不正使用等があると認められた場合 

i. 当該研究費について、不正の重大性などを考慮しつつ、全部又は一部を返還していた

だきます。 

ii. 不正使用等を行った事業者等に対し、当機構との契約締結や補助金等の交付を停止し

ます。 

（補助金停止等機構達に基づき、処分した日から最大 6 年間の契約締結・補助金等交

付の停止の措置を行います。） 

iii. 不正使用等を行った研究者及びそれに共謀した研究者（善管注意義務に違反した者を

含む。以下同じ。）に対し、当機構の事業への応募を制限します。 

（不正使用等指針に基づき、不正の程度などにより、原則、当該研究費を返還した年

度の翌年度以降 1～5 年間の応募を制限します。また、私的な流用が確認された場合に

は、10 年間の応募を制限します。） 

iv. 府省等他の資金配分機関に対し、当該不正使用等に関する措置及び措置の対象者等に

ついて情報提供します。このことにより、不正使用等を行った者及びそれに共謀した

研究者に対し、府省等他の資金配分機関の研究資金への応募が制限される場合があり

ます。また、府省等他の資金配分機関からＮＥＤＯに情報提供があった場合も同様の

措置を講じることがあります。他府省の研究資金において不正使用等があった場合に

も i～iii の措置を講じることがあります。 

v. 不正使用等の行為に対する措置として、原則、事業者名（研究者名）及び不正の内容等

について公表します。 

 

b.  「公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針」（平成 20 年 12 月 3 日経済産業省策

定）に基づく体制整備等の実施状況報告等について 

  本事業の契約に当たり、各研究機関では標記指針に基づく研究費の管理・監査体制の整

備が必要です。 

  体制整備等の実施状況については、報告を求める場合がありますので、求めた場合、直

ちに報告するようにしてください。なお、当該年度において、既に、府省等を含め別途の

研究資金への応募等に際して同旨の報告書を提出している場合は、この報告書の写しの提

出をもって代えることができます。 



8 
 

  また、当機構では、標記指針に基づく体制整備等の実施状況について、現地調査を行う

場合があります。 

 

（２）研究活動の不正行為への対応 

  研究活動の不正行為（ねつ造、改ざん、盗用）については「研究活動の不正行為への対応

に関する指針」（平成 19 年 12 月 26 日経済産業省策定。以下「研究不正指針」という。※3）

及び「研究活動の不正行為への対応に関する機構達」（平成 20 年 2 月 1 日 19 年度機構達第

17 号。NEDO 策定。以下「研究不正機構達」という。※4）に基づき、当機構は資金配分機

関として、本事業の事業実施者は研究機関として必要な措置を講じることとします。そのた

め、告発窓口の設置や本事業及び府省等他の研究事業による研究活動に係る研究論文等にお

いて、研究活動の不正行為があると認められた場合、以下の措置を講じます。 

※3．研究不正指針についてはこちらを御参照ください： 経済産業省ウェブサイト 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/kenkyu-fusei-shishin.html 

※4．研究不正機構達についてはこちらを御参照ください： ＮＥＤＯウェブサイト 

 https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu_index.html 

 

a.  本事業において不正行為があると認められた場合 

i. 当該研究費について、不正行為の重大性などを考慮しつつ、全部又は一部を返還して

いただくことがあります。 

ii. 不正行為に関与した者に対し、当機構の事業への翌年度以降の応募を制限します。 

（応募制限期間：不正行為の程度などにより、原則、不正があったと認定された年度

の翌年度以降 2～10 年間） 

iii. 不正行為に関与したとまでは認定されなかったものの、当該論文等の責任者としての

注意義務を怠ったことなどにより、一定の責任があるとされた者に対し、当機構の事

業への翌年度以降の応募を制限します。 

（応募制限期間：責任の程度等により、原則、不正行為があったと認定された年度の

翌年度以降 1～3 年間） 

iv. 府省等他の資金配分機関に当該不正行為に関する措置及び措置の対象者等について情

報提供します。このことにより、不正行為に関与した者及び上記 iii により一定の責任

があるとされた者に対し、府省等他の資金配分機関の研究資金による事業への応募が

制限される場合があります。また、府省等他の資金配分機関からＮＥＤＯに情報提供

があった場合も同様の措置を講じることがあります。 

v. ＮＥＤＯは不正行為に対する措置を決定したときは、原則として、措置の対象となっ

た者の氏名・所属、措置の内容、不正行為が行われた研究資金の名称、当該研究費の金

額、研究内容、不正行為の内容及び不正の認定に係る調査結果報告書などについて公

表します。 

 

b.  過去に国の研究資金において不正行為があったと認められた場合 

  国の研究資金において、研究活動における不正行為があったと認定された者（当該不正
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行為があったと認定された研究の論文等の内容について責任を負う者として認定された

場合を含む。）については、研究不正指針に基づき、本事業への参加が制限されることが

あります。 

  なお、本事業の事業実施者は、研究不正指針に基づき研究機関として規定の整備や受付

窓口の設置に努めてください。 

 

c.  ＮＥＤＯにおける研究不正等の告発受付窓口 

ＮＥＤＯにおける公的研究費の不正使用等及び研究活動の不正行為に関する告発・相談

及び通知先の窓口は以下のとおりです。 

 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 リスク管理統括部 

〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町 1310 

電話番号： 044-520-5131 

FAX 番号： 044-520-5133 

電子メール：helpdesk-2@ml.nedo.go.jp 

ウェブサイト： 研究活動の不正行為及び研究資金の不正使用等に関する告発受付窓口 

https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu_index.html 

（電話による受付時間は、平日：9 時 30 分～12 時 00 分、13 時 00 分～18 時 00 分） 

 

（３）大学・国立研究開発法人等における若手研究者の自発的な研究活動 

2020 年度以降の新規契約について、大学又は国立研究開発法人等で雇用される 40 歳未満

（40 歳となる事業年度の終了日まで）の若手研究者による当該プロジェクトの推進に資する

自発的な研究活動の実施を可能とします。 

なお、採択決定後、大学又は国立研究開発法人等は、実施計画書に予めその旨を記載し、そ

の実績を従事日誌又は月報等により当機構に報告することになります。 

 

（４）博士課程後期（学生）の RA（リサーチアシスタント）等への雇用 

 第 3 期、第 4 期及び第 5 期科学技術基本計画においては、優秀な学生、社会人を国内外か

ら引き付けるため、大学院生、特に博士課程（後期）学生に対する経済的支援を充実すべく、

「博士課程（後期）在籍者の 2 割程度が生活費相当額程度を受給できることを目指す」こと

が数値目標として掲げられています。 

 内閣府 科学技術基本計画 

 https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index5.html 

 本プロジェクトにおいても、博士課程後期（学生）の RA（リサーチアシスタント）等の研

究員登録が可能であり、本プロジェクトにて、研究員費を支払うことが可能です。 

 なお、本プロジェクトを通じて知り得る秘密情報を取り扱う博士課程後期（学生）は、NEDO

と契約を締結する大学組織との間で、守秘義務を含む雇用契約を締結されている必要があり、

本プロジェクトに直接に従事する者は、全て研究員登録を行う必要があります。 
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（５）国立研究開発法人の契約に係る情報の公表 

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22 年 12 月 7 日閣議決定）に基づ

き、採択決定後、別添４のとおり、ＮＥＤＯとの関係に係る情報をＮＥＤＯのウェブサイトで

公表することがございます。御理解と御協力のほどよろしくお願いいたします。 

なお、案件への応募をもって同意されたものとみなさせていただきますので、御了知願いま

す。 

 

（６）安全保障貿易管理について（海外への技術漏洩への対処） 
a. 我が国では、我が国を含む国際的な平和及び安全の維持を目的に、外国為替及び外国貿

易法（昭和 24 年法律第 228 号）（以下「外為法」という。）に基づき輸出規制※が行われ

ています。外為法で規制されている貨物や技術を輸出（提供）しようとする場合は、原

則外為法に基づく経済産業大臣の許可を受ける必要があります。 
※我が国の安全保障輸出管理制度は、国際合意等に基づき、主に①炭素繊維や数値制御工作機械などある一定

以上のスペック・機能を持つ貨物（技術）を輸出（提供）しようとする場合に、原則として、経済産業大臣の許

可が必要となる制度（リスト規制）と②リスト規制に該当しない貨物（技術）を輸出（提供）しようとする場合

で、一定の要件（用途要件・需要者要件又はインフォーム要件）を満たした場合に、経済産業大臣の許可を必要

とする制度（キャッチオール規制）から成り立っています。 

b. 貨物の輸出だけでなく技術提供も外為法の規制対象となります。リスト規制技術を外国

の者（非居住者）に提供する場合等は、その提供に際して事前の許可が必要です。技術

提供には、設計図・仕様書・マニュアル・試料・試作品などの技術情報を、紙・メール・

CD・USB メモリなどの記録媒体で提供することはもちろんのこと、技術指導や技能訓

練などを通じた作業知識の提供やセミナーでの技術支援なども含まれます。外国からの

留学生の受入れや、共同研究等の活動の中にも外為法の規制対象となり得る技術のやり

とりが多く含まれる場合があります。 
c. 本委託事業を通じて取得した技術等を輸出（提供）しようとする場合についても、規制

対象となる場合がありますのでご留意ください。経済産業省から指定のあった事業につ

いては委託契約締結時において、本委託事業により外為法の輸出規制に当たる貨物・技

術の輸出が予定されているか否かの確認,及び、輸出の意思がある場合は、管理体制の有

無について確認を行います。なお、本委託事業を通じて取得した技術等について外為法

に係る規制違反が判明した場合には、契約の全部又は一部を解除する場合があります。 
d.  安全保障貿易管理の詳細については、下記をご覧ください。 
・ 経済産業省：安全保障貿易管理（全般） http://www.meti.go.jp/policy/anpo/ 

（Q&A http://www.meti.go.jp/policy/anpo/qanda.html ） 

・ 経済産業省：安全保障貿易ハンドブック http://www.meti.go.jp/policy/anpo/seminer/shiryo/handbook.pdf 

・ 一般財団法人安全保障貿易センター http://www.cistec.or.jp/ 

・ 安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（大学・研究機関用） 

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03.pdf 

 

（５）検査及び報告の徴収について 
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契約約款で示す「検査及び報告の徴収」の他に、新たに条件を付加する場合があります。 
 

８.  問い合わせ 

本公募に関するお問い合わせは、下記まで E-mail にてお願いします。 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

環境部 谷村・中村・越後・吉崎 

E-mail：cct.projects@ml.nedo.go.jp 


